
令和２年７月１０日
中小企業庁

被災中小企業者等
支援策ガイドブック
災害救助法適用地域（第3.2版）

被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

政府では、被災された中小企業者の皆さまが事業の復旧・再開に向け

立ち上がる際のお力になれるよう、中小企業者向け支援策の情報をまと

めました。是非ご活用ください。

今後、内容が追加・変更される可能性もございます。最新の情報は各支

援策に示した窓口に御確認ください。

地方公共団体が被災事業者向けに情報提供を行う際は、本ガイドブッ

クに掲載している情報を自由にご活用ください。
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第２版（７月７日）
災害救助法の適用市町村の追加に伴い、「３．お問い合わせ先一覧」を追加しました。

第３版（７月９日）
災害救助法の適用市町村の追加に伴い、「３．お問い合わせ先一覧」を追加しました。

第３．２版（７月１０日）
土日祝日における相談対応を追加しました。

（ご参考）各版の施策の追加修正



１．事業継続、再開などについて相談したい
（１）特別相談窓口での電話相談や窓口相談

今次災害で影響を受けられた中小企業・小規模事業者の方々が各種相談をできるよう、地方経済産業
局等の政府機関、中小企業支援機関、政府系金融機関等に特別相談窓口を設置しています。

・日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会
・商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、全国商店街振興組合連合会
・よろず支援拠点、中小企業基盤整備機構九州本部、
・九州経済産業局
「３．お問い合わせ先一覧」をご覧ください。

対象者

お問い合わせ先

令和元年７月３日からの大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者
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１．事業継続、再開などについて相談したい
（２）土日祝日における相談対応

令和２年７月中の土日祝日に次の相談窓口で電話相談を受け付けます。

土日祝日開設窓口 電話番号 受付時間

日本政策金融公庫

(国民生活事業) 0120-112-476 9時～16時

（中小企業事業） 0120-327-790 9時～16時

商工組合中央金庫 0120-542-711 9時～17時

長野県信用保証協会 0120-34-7680 9時～17時

岐阜県信用保証協会 0120-015-047 8時45分～17時

岐阜市信用保証協会 058-265-4611 9時～17時

福岡県信用保証協会 092-415-2604 9時～17時

熊本県信用保証協会 096-375-2000 9時～17時

大分県信用保証協会 097-532-8247 9時～17時

鹿児島県信用保証協会 099-223-0271 9時～17時15分

日本商工会議所 03-3283-7819 10時～16時

全国商工会連合会 03-6268-0085 10時～16時

長野県よろず支援拠点 070-4091-9793 10時～17時

岐阜県よろず支援拠点 058-277-1088 9時～17時

福岡県よろず支援拠点 092-622-7809 9時30分～16時30分

熊本県よろず支援拠点 096-286-3355 9時～17時

大分県よろず支援拠点 097-537-2837 9時～17時

鹿児島県よろず支援拠点 099-219-3740 8時30分～17時15分

熊本県中小企業団体中央会

096-325-3255 10時～16時
※開設日 7月11日(土)、12日(日)、

18日(土)、19日(日)

※23日(木)、24日(金)、25日(土)、
26日(日)は未定

全国中小企業団体中央会 03-3523-4901 10時～16時

全国商店街振興組合連合会 03-3553-9300 9時～17時

中小機構関東本部 企業支援部企業支援課 03-5470-1620 9時～17時

中小機構中部本部 企業支援部企業支援課 052-220-0516 9時～17時

中小機構九州本部 企業支援部企業支援課 092-263-0300 9時～17時

関東経済産業局 中小企業課 048-600-0321 9時～17時

中部経済産業局 中小企業課 052-951-2748 9時～17時

九州経済産業局 中小企業課 092-482-5451 9時～17時



２．資金繰りや金融機関等への返済が心配
（１）日本政策金融公庫の災害復旧貸付
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今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者に対して、事業の復旧を支援するために、日本政
策金融公庫が「災害復旧貸付」を実施します。

対象者

お問い合わせ先

支援内容

※なお、商工組合中央金庫はプロパー融資により、被害に遭われた中小企業に融資を行います。

災害により被害を被った中小企業・小規模事業者

「３．お問い合わせ一覧①②」をご覧ください。

【金利】
中小企業事業 → 基準利率 1.11%
国民生活事業 → 基準利率（災害貸付） 1.36%
（令和２年７月1日現在、貸付期間5年の場合。担保の有無等に関わらず利率は一律。）

【貸付期間】
中小企業事業 → 設備15年以内・運転10年以内（据置期間2年以内）
国民生活事業 → 適用する各貸付制度の貸付期間に準ずる

※一般貸付を適用した場合は10年以内（据置期間2年以内）

【貸付限度額】
中小企業事業 → 別枠で1億5,000万円 （代理貸付：7,500万円）
国民生活事業 → 各貸付制度の限度額に上乗せ3,000万円 （代理貸付：1,500万円）



２．資金繰りや金融機関等への返済が心配
（２）信用保証制度（セーフティネット保証４号）
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自然災害等の突発的事由（豪雨、地震、台風等）により経営の安定に支障を生じている中小企業者へ
の資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証（100％保証）を
行います。

対象者

お問い合わせ先

支援内容

下記、（イ）、（ロ）の両方に該当する事業者（間接的な被害を受けた方も含む）

（イ）指定地域（災害救助法適用又は都道府県から指定の要請があって、国が認めた地域）において
1年間以上継続して事業を行っていること。

（ロ）災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年
同月に比して20％以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期
に比して20％以上減少することが見込まれること。（売上高等の減少について、市区町村長の
認定が必要）

「３．お問い合わせ一覧③」をご覧ください。

① 対象資金：経営の安定に必要な資金

② 保証限度額：無担保8,000万円、最大2億8,000万円
※一般保証と別枠で融資額の100%を保証

③ 保証利率：信用保証協会所定のため、信用保証協会にお問い合わせください

④ 保証期間：個別に信用保証協会にご相談ください

⑤ 保証人：原則第三者保証人は不要



２．資金繰りや金融機関等への返済が心配
（３）小規模企業共済制度の災害時貸付

令和２年７月３日からの大雨により被災した災害救助法適用地域の小規模企業共済の契約者に対し、
（独）中小企業基盤整備機構が原則として即日かつ低利で融資を行います。

５０万円以上の借入れの限度額を有する共済契約者であって、災害救助法の適用される災害の被災区
域内に事業所を有し、かつ、当該災害の影響により次の①又は②の要件に該当し、その旨の証明を商工会、
商工会議所、中小企業団体中央会その他相当の団体から受けていること。
①被災区域内にある事業所又は主要な資産について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準じる被

害を受けていること。
②当該災害の影響を受けた後、原則として１月間の売上高が前年同月に比して減少することが見込まれるこ

と。

①貸付利率：年0.9％
②貸付限度額：1,000万円（ただし、共済契約者が納付した掛金の総額の７~９割の範囲内）
③償還期間 ：貸付金額が500万円以下の場合は3年、貸付金額が505万円以上の場合は5年
④償還方法 ：6か月ごとの元金均等割賦償還
⑤担保、保証人：不要
⑥借入窓口：商工組合中央金庫本・支店

（独）中小企業基盤整備機構 共済相談室
平日：9：00～18：00 （電話）050－5541－7171

支援内容

対象者

お問い合わせ先

小規模企業共済制度の災害時貸付の実施
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３．お問い合わせ先一覧
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①②融資に関するご相談
①日本政策金融公庫
長野支店（国民生活事業） 026-233-2141
松本支店（中小企業事業） 0263-33-0300
松本支店（国民生活事業） 0263-33-7070
伊那支店（国民生活事業） 0265-72-5195
小諸支店（国民生活事業） 0267-22-2591
岐阜支店（中小企業事業） 058-265-3171
岐阜支店（国民生活事業） 058-263-2136
多治見支店（国民生活事業） 0572-22-6341
福岡支店（中小企業事業） 092-431-5296
福岡支店（国民生活事業） 092-411-9111
福岡西支店（国民生活事業） 092-712-4381
北九州支店（中小企業事業） 093-531-9191
北九州支店（国民生活事業） 093-541-7550
八幡支店（国民生活事業） 093-641-7715
久留米支店（国民生活事業） 0942-34-1212
熊本支店（中小企業事業） 096-352-9155
熊本支店（国民生活事業） 096-353-6121
八代支店（国民生活事業） 0965-32-5195
大分支店（中小企業事業） 097-532-4106
大分支店（国民生活事業） 097-535-0331
別府支店（国民生活事業） 0977-25-1151
鹿児島支店（中小企業事業） 099-223-2221
鹿児島支店（国民生活事業） 099-224-1241
鹿屋支店（国民生活事業） 0994-42-5141
川内支店（国民生活事業） 0996-20-2191

②商工組合中央金庫
長野支店 026-234-0145
松本支店 0263-35-6211
諏訪支店 0266-52-6600
岐阜支店 058-263-9191
高山営業所 0577-32-3353
福岡支店 092-712-6551
北九州支店 093-533-9567
久留米支店 0942-35-3381
熊本支店 096-352-6184
大分支店 097-534-4157
鹿児島支店 099-223-4101

③信用保証に関するご相談
長野県信用保証協会 0120-34-7680
岐阜県信用保証協会 058-276-6314
岐阜市信用保証協会 058-265-4611
福岡県信用保証協会 092-415-2604
熊本県信用保証協会 096-375-2000
大分県信用保証協会 097-532-8246
鹿児島県信用保証協会 099-223-0271



３．お問い合わせ先一覧
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④全般的なご相談
上田商工会議所 0268-22-4500
長野商工会議所 026-227-2428
松本商工会議所 0263-32-5355
飯田商工会議所 0265-24-1234
岡谷商工会議所 0266-23-2345
諏訪商工会議所 0266-52-2155
下諏訪商工会議所 0266-27-8533
須坂商工会議所 026-245-0031
伊那商工会議所 0265-72-7000
塩尻商工会議所 0263-52-0258
小諸商工会議所 0267-22-3355
信州中野商工会議所 0269-22-2191
駒ヶ根商工会議所 0265-82-4168
大町商工会議所 0261-22-1890
茅野商工会議所 0266-72-2800
佐久商工会議所 0267-62-2520
飯山商工会議所 0269-62-2162
千曲商工会議所 026-272-3223
岐阜商工会議所 058-264-2131
大垣商工会議所 0584-78-9111
高山商工会議所 0577-32-0380
多治見商工会議所 0572-25-5000
関商工会議所 0575-22-2266
中津川商工会議所 0573-65-2154
美濃商工会議所 0575-33-2168
神岡商工会議所 0578-82-1130
土岐商工会議所 0572-54-1131
瑞浪商工会議所 0572-67-2222
恵那商工会議所 0573-26-1211
各務原商工会議所 058-382-7101
美濃加茂商工会議所 0574-24-0123
可児商工会議所 0574-61-0011
羽島商工会議所 058-392-9664
福岡商工会議所 092-441-1110
久留米商工会議所 0942-33-0211
北九州商工会議所 093-541-0181
大牟田商工会議所 0944-55-1111
飯塚商工会議所 0948-22-1007
直方商工会議所 0949-22-5500
八女商工会議所 0943-22-5161
田川商工会議所 0947-44-3150
柳川商工会議所 0944-73-7000
豊前商工会議所 0979-83-2333
行橋商工会議所 0930-25-2121



３．お問い合わせ先一覧
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④全般的なご相談
苅田商工会議所 093-436-1631
大川商工会議所 0944-86-2171
豊前川崎商工会議所 0947-73-2238
嘉麻商工会議所 0948-52-0855
筑後商工会議所 0942-52-3121
宮若商工会議所 0949-32-1200
朝倉商工会議所 0946-22-3835
中間商工会議所 093-245-1081
熊本商工会議所 096-354-6688
八代商工会議所 0965-32-6191
荒尾商工会議所 0968-62-1211
人吉商工会議所 0966-22-3101
水俣商工会議所 0966-63-2128
本渡商工会議所 0969-23-2001
玉名商工会議所 0968-72-3106
山鹿商工会議所 0968-43-4111
牛深商工会議所 0969-73-3141
別府商工会議所 0977-25-3311
大分商工会議所 097-536-3131
中津商工会議所 0979-22-2250
日田商工会議所 0973-22-3184
佐伯商工会議所 0972-22-1550
臼杵商工会議所 0972-63-8811
津久見商工会議所 0972-82-5111
豊後高田商工会議所 0978-22-2412
竹田商工会議所 0974-63-3161
宇佐商工会議所 0978-33-3433
鹿児島商工会議所 099-225-9500
川内商工会議所 0996-22-2267
鹿屋商工会議所 0994-42-3135
枕崎商工会議所 0993-72-3341
阿久根商工会議所 0996-72-1185
奄美大島商工会議所 0997-52-6111
南さつま商工会議所 0993-53-2244
出水商工会議所 0996-62-1337
指宿商工会議所 0993-22-2473
いちき串木野商工会議所 0996-32-2049
霧島商工会議所 0995-45-0313
長野県商工会連合会 026-228-2131
岐阜県商工会連合会 058-277-1068
福岡県商工会連合会 092-622-7708
熊本県商工会連合会 096-325-5161
大分県商工会連合会 097-534-9507
鹿児島県商工会連合会 099-226-3773



３．お問い合わせ先一覧
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④全般的なご相談
長野県中小企業団体中央会 026-228-1171
岐阜県中小企業団体中央会 058-277-1100
福岡県中小企業団体中央会 092-622-8780
熊本県中小企業団体中央会 096-325-3255
大分県中小企業団体中央会 097-536-6331
鹿児島県中小企業団体中央会 099-222-9258
全国商店街振興組合連合会 03-3553-9300
長野県よろず支援拠点 026-227-5875
岐阜県よろず支援拠点 058-277-1088
福岡県よろず支援拠点 092-622-7809
熊本県よろず支援拠点 096-286-3355
大分県よろず支援拠点 097-537-2837
鹿児島県よろず支援拠点 099-219-3740
中小機構 関東本部 企業支援部 企業支援課 03-5470-1620
中小機構 中部本部 企業支援部 企業支援課 052-220-0516
中小機構 九州本部 企業支援部 企業支援課 092-263-0300
関東経済産業局 産業部中小企業課 048-600-0321
中部経済産業局 産業部中小企業課 052-951-2748
九州経済産業局 産業部中小企業課 092-482-5451


